
介護保険指定事業者講習会
＜平成24年度介護報酬改定関係＞
○介護保険指定事業者に対する平成24年度介護報酬改定に伴う加算等手続き及び介護保険法改正内容に関する重要な連絡事項（ご出席ください！）
▼　開催日

　　平成２４年３月７日（水）

▼　開催時間

　（１）名古屋地区、海部津島地区、尾張東部地区、尾張西部地区、尾張中部地区

　　　　午前１０時から午後０時３０分まで

　（２）尾張北部地区、知多半島地区、西三河地区、東三河地区
　　　　午後１時３０分から午後４時まで

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※各地区の市町村名は、別添出席表（事業所用）の【参考】でご確認ください。
▼　開催場所

　　名古屋国際会議場　センチュリーホール

名古屋市熱田区熱田西町１番１号
▼　対　象

　　指定介護保険事業者（保険医療機関、保険薬局のみなし事業所は除く。）及び
保険者（市町村等）
【注意】
　◎参加者は、各事業所１名を原則とします。

◎事業所の参加時間帯は、事業所の所在地ごとに決められた時間帯を基本とします。ただし、どうしても都合が悪い場合は、別の時間帯の参加も可としますが、会場の規模の関係もありますので、出来る限り上記地区割りでご参加いただきますようにご協力をお願いします。（※なお、参加時間帯の変更に際して、愛知県高齢福祉課への確認の連絡は必要ありません。）
　◎会場の駐車場には限りがありますので、必ず公共交通機関でお越しくださるよう強くお願いいたします。
　◎当日は、別添の「講習会出席表」に必要事項をご記入の上受付にご提出ください。（※資料と交換になります。）

各事業所（※事業所番号ごと）あてに、後日（※１月下旬以降）開催通知を発出しますので、この点についても御承知おきください。
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※事業所用

介護保険指定事業者講習会出席表（事業所用）
※　講習会当日に持参して、受付へ提出してください。（当日資料と交換になります。）
	参　加　日　時

（右欄のいずれかに○をつける）
	１　平成２４年３月７日（水）午前１０時から午後０時３０分まで

	
	２　平成２４年３月７日（水）午後１時３０分から午後４時まで

	介護保険事業者

番　　　　　号
	２
	３
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	サービス事業
の種類
	（訪問介護、訪問入浴介護等の区分で記入してください。）

	事　業　所　名
	

	所　　在　　地

（ 市 町 村 名 ）
	

	管　理　者　名
	

	当日の出席者
	

	事業所連絡先
	電話番号

	ご意見があればご記入ください。今後の事務の参考にさせていただきます。


【参考】

	名古屋地区
	名古屋市

	海部津島地区
	津島市、愛西市、弥富市、あま市、大治町、蟹江町、飛島村

	尾張東部地区
	瀬戸市、尾張旭市、豊明市、日進市、長久手市、東郷町

	尾張西部地区
	一宮市、稲沢市

	尾張中部地区
	清須市、北名古屋市、豊山町

	尾張北部地区
	春日井市、犬山市、江南市、小牧市、岩倉市、大口町、扶桑町

	知多半島地区
	半田市、常滑市、東海市、大府市、知多市、阿久比町、東浦町、南知多町、美浜町、

武豊町

	西三河地区
	岡崎市、碧南市、刈谷市、豊田市、安城市、西尾市、知立市、高浜市、みよし市、　　　　　　幸田町

	東三河地区
	豊橋市、豊川市、蒲郡市、新城市、田原市、設楽町、東栄町、豊根村


※市町村用

介護保険指定事業者講習会出席表（市町村用）
※　講習会当日に持参して、受付へ提出してください。（当日資料と交換になります。）
	参　加　日　時

（右欄のいずれかに○をつける）
	１　平成２４年３月７日（水）午前１０時から午後０時３０分まで

	
	２　平成２４年３月７日（水）午後１時３０分から午後４時まで

	市町村名等
	

	担当課名
	

	参加者職氏名
	

	連絡先
	電話番号

	ご意見があればご記入ください。今後の事務の参考にさせていただきます。


